かがわ糖質バイオ発特許出願支援事業実施要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、財団法人かがわ産業支援財団（以下「財団」という。）が実施するかがわ糖質バイオ発特許出願支援事業（以下「支援事業」という。）に関して、必要な事項を定める。
（補助対象者）
第２条　支援事業の補助対象者は、県内企業、県内に工場や研究所又はこれに準じる設備を有する県外企業、及び糖質バイオ分野において県内企業と共同研究を行う県外企業（県内企業と共同特許出願する場合に限る）とする。

（補助対象事業）

第３条　財団の理事長（以下「理事長」という。）は、次の(1)に掲げる要件に該当し、(2)に掲げる事業（以下「補助事業」という。）に対して経費を補助するものとする。

(1) 要件

　ア　出願後速やかに事業化することが見込まれ、県内産業の振興と地域経済の活性化に資するものであること。

　イ　他の機関から同種の助成を受けていないこと。

(2) 補助事業

ア　先行技術調査補助枠

平成21年度に出願又は出願予定の糖質バイオ分野における発明の先行技術調査（複数企業による共同特許出願の先行技術調査を含む）
イ　特許出願費補助枠

平成21年度に出願又は出願予定の糖質バイオ分野における特許出願（国際特許出願及び複数企業による共同特許出願を含む）
（補助対象経費）

第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に要する経費（消費税及び地方消費税は除く）であって、別表の補助対象経費の欄に掲げる経費とする。

（補助金額等）

第５条　補助金の額等は、次のとおりとする。

(1) 先行技術調査補助枠

補助対象経費の３分の２以内で、１件１００万円以下

(2) 特許出願費補助枠

補助対象経費の３分の２以内で、１件４０万円以下
２　補助事業の期間は、補助金交付決定日から当該年度末とする。
（補助金の交付の申請）
第６条  補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ理事長が別に定める期日までに、補助金交付申請書（様式第１号）に、理事長が必要と認める書類等を添えて、理事長に提出しなければならない。

（交付決定）
第７条  理事長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があった場合、必要に応じて、審査委員会の意見を聞いてその内容を審査し、適当と認めるときは予算の範囲内で補助金の交付を決定（以下「交付決定」という。）する。ただし、交付決定は同一年度内において、第３条第２号の補助枠のア、イについて、それぞれ１社２件以内とする。
２　理事長は、前項の規定による交付決定の結果を補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。

３　第１項に規定する審査委員会は、地域イノベーションクラスタープログラム（都市エリア型）知財推進会議をもって充てる。
（申請の取り下げ）

第８条　前条の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定の内容及びこれに附された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときには、その交付決定の通知を受けた日から１０日以内にその旨を記載した書面を理事長に提出しなければならない。

（補助事業の内容又は経費の配分の変更）
第９条　補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書（様式第３号）を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別に定める軽微な変更についてはこの限りでない。

２　理事長は、前項の承認を行う場合において、必要に応じ条件を附し、変更することを指示できる。

（補助事業の中止又は廃止）
第１０条　補助事業者は、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、補助事業中止・廃止承認申請書（様式第４号）を理事長に提出し、承認を受けなければならない。
（事業遅延等の報告）

第１１条　補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、すみやかに補助事業遅延等報告書（様式第５号）を理事長に提出し、その指示を受けなければならない。

（実績報告書の提出）
第１２条　補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第１０条の規定による承認を受けたときは、その日から起算して２０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書（様式第６号）に、理事長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

（補助金の額の確定）
第１３条　理事長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、すみやかにその内容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その内容を補助金額確定通知書（様式第７号）により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

（補助金の請求）

第１４条　補助事業者は、前条の規定により補助金の額の確定通知を受けたときは、精算払請求書（様式第８号）により、理事長に補助金の交付を請求するものとする。

（交付決定の取消し等）

第１５条　理事長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

　(1)　助成対象者の要件を満たさなくなったとき。

　(2)　補助金の交付決定の内容、これに附した条件、その他この要綱又はこれに基づく理事長の指示に違反したとき。

　(3)　補助事業を実施しないとき、又は実施する意志が認められないとき。

　(4)　補助事業を中止し、継続して実施する見込がないとき。

　(5)　補助金を補助の目的外に使用したとき。

２　前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

（補助金の返還）

第１６条　理事長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

（経理）

第１７条　補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と区分し、当該収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を交付決定の通知を受けた日の属する会計年度が終了する日から５年間、保存しなければならない。

（事業状況の報告）

第１８条　補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後５年間、毎会計年度終了後１０日以内に出願特許の現況報告書（様式９）を理事長に提出しなければならない。
（その他）

第１９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

　　　附　則

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２２年５月１０日から施行する。

　　　附　則

この要綱は、平成２２年６月１日から施行する。

別表（第４条関係）

　［補助対象経費］
	補  助  対  象  経  費

	（１）先行技術調査補助枠

先行技術調査費（先行技術調査委託に要する経費）
（２）特許出願費補助枠

特許出願料、弁理士手数料（注：特許出願が大学等又は補助対象者に該当しない県外企業との共同出願である場合は、補助対象者が負担した経費のみ対象）


　　
（注意１）本補助事業では、交付決定前に支出された経費は、補助対象経費としない。
　　（注意２）先行技術調査補助枠では、補助金交付申請時、平成２３年３月３１日までに特許出願が見込めることが採択条件となります。ただし、先行技術調査を実施した結果、その結果により特許出願の取りやめ、或いは延期等も想定されるため、平成２３年３月３１日までに特許出願が完了していなくても、先行技術調査費は補助対象経費（平成２３年３月３１日までに先行技術調査費の支出が完了していることが必要）となります。

（注意３）特許出願費補助枠では補助採択後、平成２３年３月３１日までに特許出願及び経費の支出が完了していなければ、交付決定を取り消します。なお、同日までに特許出願及び経費の支出が完了した場合は、証拠書類として公的機関等の書類等を提出していただきます。
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